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災
害
時
に
自
力
避
難
が
難
し
い
人
を
、事
前
に
登
録
し
ま
す

―
大
規
模
災
害
時
、
地
域
で
の
助
け
合
い
が
命
を
救
う
―

　　
「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」
と

は
、
災
害
時
に
、
地
域
ぐ
る
み
で
自
力

避
難
が
難
し
い
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

を
支
援
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

市
は
、
災
害
時
要
援
護
対
象
者
に
、

避
難
支
援
に
携
わ
る
地
域
関
係
者
に
氏

名
や
住
所
な
ど
の
個
人
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
へ
の
同
意
を
確
認
し
ま
す
。
そ

の
後
、
同
意
し
た
人
（
登
録
者
）
の
名

簿
を
作
成
し
、
支
援
体
制
の
整
っ
た
地

域
づ
く
り
組
織
に
こ
の
名
簿
を
提
供
。

地
域
関
係
者
は
、
名
簿
に
記
載
さ
れ
た

人
の
お
宅
を
訪
問
し
、「
支
援
者
は
だ
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市
で
は
、「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
自
力
避
難
が

市
で
は
、「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
自
力
避
難
が

困
難
な
人
（
災
害
時
要
援
護
対
象
者
）
の
情
報
を
事
前
に
把
握
。
本
人
の
同
意
を

困
難
な
人
（
災
害
時
要
援
護
対
象
者
）
の
情
報
を
事
前
に
把
握
。
本
人
の
同
意
を

得
た
上
で
、
災
害
時
要
援
護
者
の
登
録
（
名
簿
の
作
成
）
を
行
い
ま
す
。
名
簿
は
、

得
た
上
で
、
災
害
時
要
援
護
者
の
登
録
（
名
簿
の
作
成
）
を
行
い
ま
す
。
名
簿
は
、

支
援
体
制
の
整
っ
た
地
域
づ
く
り
組
織
に
提
供
し
、
安
否
確
認
や
避
難
誘
導
な
ど

支
援
体
制
の
整
っ
た
地
域
づ
く
り
組
織
に
提
供
し
、
安
否
確
認
や
避
難
誘
導
な
ど

災
害
時
の
助
け
合
い
に
活
用
い
た
だ
き
ま
す
。

災
害
時
の
助
け
合
い
に
活
用
い
た
だ
き
ま
す
。

登
録
の
対
象
者
に
は
、
２
月
初
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
積
極
的
な

登
録
の
対
象
者
に
は
、
２
月
初
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
積
極
的
な

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

　　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
家
屋
の

倒
壊
な
ど
で
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、
生

き
埋
め
に
な
っ
た
り
し
た
人
の
う
ち
、

約
98
％
が
、
自
力
で
脱
出
、
あ
る
い

は
、
家
族
・
友
人
・
隣
人
・
通
行
人
に

助
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
消
防
な
ど

の
救
助
隊
に
助
け
ら
れ
た
の
は
、
わ
ず

か
２
％
弱
で
し
た
。
ま
た
、
東
日
本
大

震
災
で
も
、
宮
城
県
塩し

お
が
ま竈
市
に
あ
る
桂

島
で
は
、
津
波
に
よ
り
、
島
の
約
半
数

の
家
屋
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
も
の

の
、
島
民
が
助
け
合
う
こ
と
で
、
一
人

の
死
者
も
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
規
模
災
害
時
は
、

自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
「
自
助
」、

家
族
や
地
域
で
助
け
合
う
「
共
助
」
が

不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
市
で

は
、
地
域
の
防
災
活
動
を
支
援
す
る
一

つ
の
方
法
と
し
て
、「
災
害
時
要
援
護

者
支
援
制
度
」
を
、
平
成
22
年
２
月
に

ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

大
規
模
災
害
時
に
は

地
域
で
の
助
け
合
い
が
命
を
救
う

地
域
の
助
け
合
い
で
活
用
さ
れ
る

要
援
護
者
の
同
意
者
名
簿

登録方法

れ
に
す
る
の
か
？
」「
必
要
な
支
援
は

何
か
？
」
な
ど
を
聞
き
、
個
別
台
帳
を

作
成
し
ま
す
。
そ
し
て
、
災
害
発
生
時

に
は
、
安
否
確
認
や
情
報
提
供
、
避
難

誘
導
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
登
録

者
に
は
、
F

 　 

M
な
ば
り
の
緊
急
放
送
を

自
動
的
に
受
信
・
起
動
す
る
「
防
災
ラ

ジ
オ
」
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
制
度
は
、
地
域
の
助

け
合
い
に
よ
っ
て
少
し
で
も
災
害
時
の

被
害
を
減
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
支

援
す
る
地
域
の
皆
さ
ん
が
責
任
を
負
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

支
援
を
希
望
す
る
皆
さ
ん
も
地
域
内
で

顔
と
顔
が
見
え
る
関
係
を
つ
く
っ
て
お

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

災害時要援護対象者
▼身体障害者で肢体１・２級、視覚１・２級、聴覚２級の人
▼精神障害者で１級の人　▼知的障害者で療育手帳A判定の人
▼要介護認定者で要介護３以上の人　
▼ 70歳以上の高齢者のみの世帯
　※施設、病院などに長期入所・入院している人を除く
◎上記対象者以外で、災害時に支援が必要と思われる人も登録で
きます。詳しくは、危機管理室（ 63‐7271）、または、健
康福祉政策室（  63‐7579）へご連絡ください。

　対象者には、２月初旬に災害時要援護者登録申請書（兼個人情報
提供同意書）を送付しますので、これを市へ提出してください。
　なお、登録申請書は、今年新しく対象となる人と、昨年登録の意
思表示をしていない人に送付します。

積極的に「災害時要援護者」として登録を
対象者には2月初旬に申請書を送付します

災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度

超ひかりTVで
簡単・安心のデジタルライフを !!

0595-64-7821

東日本大震災時、宮城県塩竈市桂島(写真)では、島民
同士が身体の不自由な人を介助するなどして全員が
高台に避難。島民全員が顔見知りで、どこにだれが
住んでいるかを事前に把握していたことが、迅速な
活動につながり、一人の死者も出しませんでした。


